
 
 

宇宙開発フォーラム実行委員会運営規約 
 
【名称】 
第１条 本団体の名称は宇宙開発フォーラム実行委員会という。略称は SDF（Space 

Development Forum Executive Committee）とする。主な活動拠点は東京都渋谷
区代々木神園町 3番 1号国立オリンピック記念青少年総合センターとする。 

 
【団体の目的】 
第２条 本団体は文科系と理科系の融合を掲げ、宇宙開発というテーマを社会科学的な視

点からのアプローチを目的とする。 
 
【活動内容】 
第３条 前条の目的を達成するため、本団体は宇宙開発フォーラムの開催を中心として、

それに付随した開催準備、調査、研究、交流などの諸活動を行うものとする。 
 
【宇宙開発フォーラム】 
第４条 宇宙開発フォーラムとは、第２条の目的を達するためには、宇宙開発に関わる理

工学系の学生・研究者のみならず、ビジネス・政策・法律・NGOなどの多方面の
学生、研究者、実務家の交流が不可欠だとの理念の下、広く理工学系の学生以外

にも宇宙開発について知る機会を提供すると共に、理工学系の学生には社会科学

系の研究アプローチの存在を示唆すること、そして、両者の交流と宇宙開発に対

する学際的アプローチのさらなる深化、宇宙開発の発展を担う新たな人材を発

掘・育成すること等を目的として毎年 1 回会員によって開催される参加型シンポ
ジウムである。 

 
【会員】 
第５条 本団体は第 2 条の目的に賛同した学生によって構成する。会員は、特別の定めが

ある場合を除き、大学生、及び修士課程の大学院生に限られる。 
 
【総会】 
第６条 本団体の代表については年に一回、総会を開き、会員の合議によってこれを決す

る。総会の議事進行にあたっては、その時点までの代表が議長をつとめることと

する。また、総会においては上記に加え、前年度の決算報告及び前年度総括報告

を行うこととする。 



 
【定例会】 
第７条 6条の総会とは別に、会員全員が参加する定例の全体会議として、週に一度、定例

会を開くこととする。定例会における議長は、代表が行うか、もしくは、代表の

指名した会員が行い、本規約に反しない限りにおいて、その裁量によって議事を

進めることができる。 
 
【定例会の開催準備及び議事録】 
第８条 7条の定例会の開催に当たっては、代表は議長を当該定例会の直前の定例会開催日

中に指名するか、もしくは自ら議長を行うかを宣言し、WEBその他の手段を持っ
て全会員に告知しなければならない。また、議長は定例会の開催に際しては、議

事録作成者を指名しなければならない。指名された作成者は原則当該定例会の翌

日までに議事録を作成し、WEBその他の手段を持って全会員にこれを頒布しなけ
ればならない。  

 
【勉強会】 
第９条 本団体は 2 条の目的を達成するため、会員の能力を向上させ、また、会員相互の

交流と親和を図ることを目的として、原則週に一度以上の勉強会を行う。勉強会

の開催に当たっては、代表がその目的と種類に従って、勉強会主催者を指名し、

その議事進行を委ねることとする。但し、代表が勉強会主催者を兼ねることはこ

れを妨げない。また、勉強会に会員以外のものが参加することはこれを妨げない。 
 
【議決方式】 
第１０条 6条の総会、及び 7条の定例会における議決は、原則出席会員の過半数をもって可

決とする。その際、代表を含めた会員は一人につき一票を有する。ただし、可否

同数の場合は代表が双方の意見を聞いたうえで、単独で議決をなすことができる。

可否同数の議案の議事において代表が欠席している場合は、議長が代表に代わっ

て単独の議決を行うことができる。 
 
【委任】 
第１１条 6条の総会、及び 7条の定例会に欠席する者は、他の出席する会員に委任すること

で議決に参加することができる。委任に際しては、委任する会員、委任する範囲

を明記した上、委任した会員及び委任された会員双方から書面もしくは電子メー

ルを代表もしくは議長に提出しなければならない。委任は、代表若しくは議長が、

委任する会員の提出した委任内容と委任された会員の提出した委任内容の双方の

同一性を確認した時点で有効となる。また、委任を行って欠席した会員は、議決



に際して、出席会員の数に含めることとする。 
 
【代表】 
第１２条 6条に定めた総会において、会員の投票により代表 1名を決定する。代表の立候補

は自薦に限り、また、立候補に際しては 3 名の推薦人を必要とする。投票の方式
は、総会の議長がこれを決定するが、その際、会員の過半数以上の同意が確実に

推定できるものが代表に当選するという原則に外れてはならない。立候補の要件

を満たすものがいない場合、もしくは代表の選出が何らかの事由で行い得なかっ

た場合は、前年度代表もしくは、その指名した会員が、臨時代表として、代表の

選出が可能となるまで、代表の職に当たる。 
 
【部局及びその長と担当者】 
第１３条 6条に定めた総会において、代表は、会員の意見をもとに、本団体内に職分に応じ

た部局を任意に設け、その長及びその他の担当者を決定することができる。部局

の数、及び種別は代表の裁量に属するが、「会計」、「総務」「企業渉外」「学生渉外」

「広報」については原則それぞれを担当する部局、及びその長を配さなければな

らない。 
 
【部局の長の定例会説明責任】 
第１４条 部局の長は、その担当する部局の職務について、定例会に報告し、必要な説明を

行う責任を有する。 
 
【会計】 
第１５条 「会計」部局は、本団体の会計について記録し、代表の逐次の同意の下、必要な

金員の出納を担当する。「会計」部局の長は、定例会時の会計報告の他に総会時に

年度会計報告を行う。 
【総務】 
第１６条 「総務」部局は、本団体の円滑な活動を確保することを目的とし、主に、会場確

保及び会員の出欠確認を含む、総会、定例会の開催準備をはじめとする本団体の

各種活動に際しての場所、物品の確保をその任務とする。また、「総務」部局の長

は会計監査を兼務する。 
 
【会計監査】 
第１７条 会計監査は本団体会計の監査を行う。 
 
【企業渉外】 



第１８条 「企業渉外」部局は、本団体の健全な財務運営のため、本団体を協賛・後援する

企業の開拓・連絡・交渉を担当する。 
 
【学生渉外】 
第１９条 「学生渉外」部局は、本団体の活動の更なる発展と学生間の交流の活発化と本団

体の運営にあたって必要な会員数を確保することを目的とし、本団体を支援・協

力・互助する学生団体の開拓・連絡・交渉及び本団体の新入生を対象とした勧誘

活動と育成を担当する。 
 
【広報】 
第２０条 「広報」部局は、本団体を広く一般に認知させることを目的とし、本団体のWEB

サイトの管理、及び宣伝ビラや各種のパンフレットの作成を担当する。 
 
【代表及び部局の長と担当者の任期】 
第２１条 代表及び部局の長とその担当者の任期は、就任した総会から次の総会までの 1 年

間とする。 
 
【部局及びその担当者の変更】 
第２２条 部局の目的、担当範囲、あるいは、その担当者は、代表及び当該部局の長の同意

をもって、任期中にこれを変更することができる。変更については、当該部局の

ものにはただちに、その他の会員に対しても次の定例会までには告知されなけれ

ばならない。 
 
【部局の長の変更】 
第２３条 部局の長を変更するに際しては、当該部局以外の全ての部局の長の意見を下に代

表がこれを決定できる。部局の長が変更された場合、代表は、後任の部局の長を

含む変更内容及び変更理由を、全会員に直ちに告知しなければならない。 
 
【代表の解任】 
第２４条 全ての会員は、代表がその任にふさわしくないと判断した時は、代表の解任につ

いての動議を定例会に提出できる。当該動議は、当該会員を含んで全会員の 5 分
の 1 以上の共同提案者を必要とする。当該動議の議決に際しては、全会員の過半
数の出席を必要とし、出席会員の 3分の 2以上の賛成を持って可決とする。 

 
【代表解任後の再選出】 
第２５条 代表の解任動議が可決された場合、「総務」部局の長が臨時代表となり、次回の定



例会を臨時総会として開催し、それまでの期間、代表としてその任に当たる。当

該臨時総会においては、12条の方式に従い、新たな代表の選出を行う。 
 
【解任後再選出された代表】 
第２６条 臨時総会で選出された代表は、会員の意見をもとに、本団体内に職分に応じた部

局を任意に設け、その長及びその他の担当者を決定することができる。これらの

部局設立、その長及び担当者の指名については、13 条の規定に準じる。臨時総会
で選出された代表の任期は、臨時総会より、次の 6 条に定めのある総会までの期
間とする。 

 
【臨時総会の地位】 
第２７条 代表の解任をうけての代表の再選出のための臨時総会は、これを 6 条に規定する

総会には含まない。 
 
【会員の義務】 
第２８条 本団体の活動に際して、会員は本規約を尊重し、2条の目的を達成するため、代表

及び担当する部局の長の指示の下に、相互に協力する義務を負う。また、本団体

の活動に際して発生した責任については、原則全会員が平等に、かつ連帯して責

任を負う。但し、当該責任が明らかに個人で負うことがふさわしい種類のもので

あると代表が判断した場合、当該責任発生にもっとも関わった会員、もしくは代

表がその責任を負う。 
 
【入会】 
第２９条 2条に定める要件を満たすものが本会の会員になるに際しては、原則制限を設けな

い。但し、新会員が本規約に定めのある会員の権利を行使し、義務を負うために

は、代表の承認及び定例会での他の会員への告知を必要とする。当該新会員はそ

の入会告知がなされた回の定例会より、その会員としての権利を行使し、義務を

負う。 
 
【退会】 
第３０条 会員がその都合により本団体の活動より離れる場合は、代表に対しその旨を通知

して、任意に退会することができる。但し、当該会員が 13条に定めた部局の長で
あった場合、当該会員が退会意思を表明した後の最初の定例会までに代表はその

後任を定めなければならない。また、会員が大学生、及び大学院生としての身分

を失った場合、特段の事情が無ければ自動的に退会するものとする。代表は、会

員の退会意思又は退会の効果が発生する事実を確認した場合、直ちに定例会でそ



の旨を告知しなければならない。退会の効果は、その旨が定例会で告知された時

点で発生し、当該会員はその会員としての権利と義務の一切を失う。代表が不当

に退会の告知を遅らせ、退会を予定していた会員に、本来退会によって免れ得た

責任が発生した場合、その責任の一切は代表に帰属する。 
 
【警告及び除名】 
第３１条 会員が本規約に違背し、あるいは、2条の目的に反し、あるいは、本団体の円滑な

運営を損なう行動に及んだ際、代表は当該会員に対して、問題となる行動内容及

び必要であればその問題を抑止するための禁止や制限の指示を明示した上で 2 名
以上の会員の立会いの下、「代表警告」を発することができる。「代表警告」にも

関わらず、状況が改善されないと代表が判断した場合、代表は、定例会において、

当該会員に対する「全体警告決議」を行う様動議することができる。「全体警告決

議」の議決には出席会員の 3分の 2以上の賛成を要する。「全体警告決議」後、な
おも状況が改善されないといずれかの会員が判断した場合、その会員は定例会に

当該会員の「除名決議」を行う様動議することができる。「除名決議」において、

出席会員の 3分の 2以上が除名に同意した場合、当該会員は本団体より除名され、
それ以降、会員としての権利と義務の一切を失う。 

 
【本規約の改廃】 
第３２条 本規約は、総会または定例会において出席会員の過半数及び代表の同意をもって

改廃することができる。改廃された規約はただちに全会員に告知されなければな

らない。規約の改廃の効果は、改廃の議決がなされた日から一週間経たなければ

あらわれない。但し、代表がその必要を認めるときは、会員の過半数の同意をも

って、この期間を短縮することができる。 
 
【本規約交付時の会員の決定】 
補則 
規約交付時の会員については、以下の通り（順不同） 
 
荒堀 真生子 
漆原  未来 
河野 綾子 
杉本 雅明 
田島 祐輝 
辻森  一章 
舟久保 亜美 



横手  紗織 
酒井 達朗 
渡辺 慎也 
福永 雅俊 
藤村 亮介 
杉本 京美 
須田  泰行 
渡邊  貴行 
松下  亮 
 
以上の原会員をもって、2008年（平成 20年）2月 2日より本規約を運用する。 
 
宇宙開発フォーラム実行委員会（SDF） 
 

以上 
 


